
市町村民税 
平成   年度分  道府県民税 

住宅借入金等特別税額控除申告書 

（所得税の確定申告書を提出する納税者用） 

 
整理番号 

現 住 所   
平成  年 
1月 1日現在 
の 住 所 

 電話番号 
仁木町長 殿 

住宅借入金等特別
控除の対象となる
物 件 の 所 在 地 

 （    ）  － 

フリガナ  生年月日 
提出年月日 

 
平成 
年  月  日 氏 名                          印 

明・大 
昭・平 ． ． 

 地方税法附則第 5条の 4第 1項及び第 6項の規定の適用を受けたいので、同条第 3項及び第 8項の規定に基づき申告します。 

 １ 所得税の住宅借入金等特別控除に係る事項【平成 11年から平成 18年の間に居住の用に供したものに限る】 
 

新築又は購入 平成   年   月   日 
居住開始年月日（注意 1） 

増改築等  平成   年   月   日 

 
 ２ 市町村民税・道府県民税から控除される住宅借入金等特別税額控除額の計算 
                                                    （単位：円） 

前年分の所得税の住宅借入金等 
特別控除額（平成 19 年以降の居住 
年 に 係 る 額 を 除 く ） 

①  前 年 分 の 所 得 税 額 
（ 税 額 控 除 前 ） 

⑲  

前 年 分 の 所 得 税 の 
課 税 総 所 得 金 額 

②  

前
年
分
の
所
得
税
額

相

当

額 ⑲ － ⑯ － ⑰ ⑳ 
（マイナスの場合は、０） 

前 年 分 の 所 得 税 の 
課 税 山 林 所 得 金 額 

③  ①と⑱のいずれか少ない方の

金 額 
21  

前 年 分 の 所 得 税 の 
課 税 退 職 所 得 金 額 

④  
（マイナスの場合は、０） 市町村民税・道府県民税 

の住宅借入金等特別税額 
控 除 見 込 額 
（  21 － ⑳  ） 

22 

 ② に 対 す る 
所 得 税 相 当 額 

⑤  
 市町村民税の住宅借入金等特

別 税 額 控 除 額 
（  22 × 3/5  ） 

23  ③ に 対 す る 
所 得 税 相 当 額 

⑥  
 

控

除

額

の

計

算 

道府県民税の住宅借入金等特

別 税 額 控 除 額 
（  22 × 2/5  ） 

24  ④ に 対 す る 
所 得 税 相 当 額 

⑦  
     

⑤ ＋ ⑥ ＋ ⑦ ⑧  
(注１) 

肉 用 牛 の 
売 却 価 格 

⑨   

２回以上の増改築等に係る住宅借入金等について控除を受けている 
場合又は新築や購入した家屋に係る住宅借入金等とその家屋を居住 
の用に供した年の翌年以降に居住の用に供した増改築等をした部分 
に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けてい 
る場合には、当該二以上の住宅借入金等に係る居住開始年月日をそ 
れぞれ記載してください。 

短 期 譲 渡 ⑩  
(注２) 

長 期 譲 渡 ⑪   

株 式 等 の 譲 渡 ⑫   

先 物 取 引 ⑬   

「平成十八年所得税法等改正法施行前の所得税相当額」とは、所得 
税法等の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第十五号）第十 
四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に構ず 
べき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（平成十一年法 
律第八号）第四条の規定により読み替えられた所得税法等の一部を 
改正する等の法律第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三 
章第一節の規定を適用して計算した所得税の額に相当する額をいい 
ます。 

租 税 条 約 実 施 
特 例 法 に お け る 
利 子 ・ 配 当 

⑭       

前
年
分
の
分
離
課
税
等
の
所
得
税
額 

⑨から⑭までの 
合 計 

⑮       

配 当 控 除 の 額 ⑯   税
額
控
除 

投 資 ・ リ ー ス 
税額等控除の額 

⑰   

平
成
十
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
施
行
前
の
所
得
税
相
当
額
（
注
２
） 

⑧ ＋ ⑮ － ⑯ － ⑰ ⑱ 
（マイナスの場合は、０） 

 

整
理
欄 

 

 

注意 この申告書の記載に当たっては、別に配布される各年度分に係る記載要領を参照してください。 

 

（市区町村提出用） 

受

付

印



市町村民税 
平成   年度分  道府県民税 

住宅借入金等特別税額控除申告書 

（所得税の確定申告書を提出する納税者用） 

 
整理番号 

現 住 所   
平成  年 
1月 1日現在 
の 住 所 

 電話番号 
仁木町長 殿 

住宅借入金等特別
控除の対象となる
物 件 の 所 在 地 

 （    ）  － 

フリガナ  生年月日 
提出年月日 

 
平成 
年  月  日 氏 名                          印 

明・大 
昭・平 ． ． 

 地方税法附則第 5条の 4第 1項及び第 6項の規定の適用を受けたいので、同条第 3項及び第 8項の規定に基づき申告します。 

 １ 所得税の住宅借入金等特別控除に係る事項【平成 11年から平成 18年の間に居住の用に供したものに限る】 
 

新築又は購入 平成   年   月   日 
居住開始年月日（注意 1） 

増改築等  平成   年   月   日 

 
 ２ 市町村民税・道府県民税から控除される住宅借入金等特別税額控除額の計算 
                                                    （単位：円） 

前年分の所得税の住宅借入金等 
特別控除額（平成 19 年以降の居住 
年 に 係 る 額 を 除 く ） 

①  前 年 分 の 所 得 税 額 
（ 税 額 控 除 前 ） 

⑲  

前 年 分 の 所 得 税 の 
課 税 総 所 得 金 額 

②  

前
年
分
の
所
得
税
額

相

当

額 ⑲ － ⑯ － ⑰ ⑳ 
（マイナスの場合は、０） 

前 年 分 の 所 得 税 の 
課 税 山 林 所 得 金 額 

③  ①と⑱のいずれか少ない方の

金 額 
21  

前 年 分 の 所 得 税 の 
課 税 退 職 所 得 金 額 

④  
（マイナスの場合は、０） 市町村民税・道府県民税 

の住宅借入金等特別税額 
控 除 見 込 額 
（  21 － ⑳  ） 

22 

 ② に 対 す る 
所 得 税 相 当 額 

⑤  
 市町村民税の住宅借入金等特

別 税 額 控 除 額 
（  22 × 3/5  ） 

23  ③ に 対 す る 
所 得 税 相 当 額 

⑥  
 

控

除

額

の

計

算 

道府県民税の住宅借入金等特

別 税 額 控 除 額 
（  22 × 2/5  ） 

24  ④ に 対 す る 
所 得 税 相 当 額 

⑦  
     

⑤ ＋ ⑥ ＋ ⑦ ⑧  
(注１) 

肉 用 牛 の 
売 却 価 格 

⑨   

２回以上の増改築等に係る住宅借入金等について控除を受けている 
場合又は新築や購入した家屋に係る住宅借入金等とその家屋を居住 
の用に供した年の翌年以降に居住の用に供した増改築等をした部分 
に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けてい 
る場合には、当該二以上の住宅借入金等に係る居住開始年月日をそ 
れぞれ記載してください。 

短 期 譲 渡 ⑩  
(注２) 

長 期 譲 渡 ⑪   

株 式 等 の 譲 渡 ⑫   

先 物 取 引 ⑬   

「平成十八年所得税法等改正法施行前の所得税相当額」とは、所得 
税法等の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第十五号）第十 
四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に構ず 
べき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（平成十一年法 
律第八号）第四条の規定により読み替えられた所得税法等の一部を 
改正する等の法律第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三 
章第一節の規定を適用して計算した所得税の額に相当する額をいい 
ます。 

租 税 条 約 実 施 
特 例 法 に お け る 
利 子 ・ 配 当 

⑭       

前
年
分
の
分
離
課
税
等
の
所
得
税
額 

⑨から⑭までの 
合 計 

⑮       

配 当 控 除 の 額 ⑯   税
額
控
除 

投 資 ・ リ ー ス 
税額等控除の額 

⑰   

平
成
十
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
施
行
前
の
所
得
税
相
当
額
（
注
２
） 

⑧ ＋ ⑮ － ⑯ － ⑰ ⑱ 
（マイナスの場合は、０） 

 

整
理
欄 

 

 

注意 この申告書の記載に当たっては、別に配布される各年度分に係る記載要領を参照してください。 

 

（税務署確認用） 

受

付

印



市 町 村 民 税 
平成   年度分  道 府 県 民 税 

住宅借入金等特別税額控除申告書 

（所得税の確定申告書を提出する納税者用） 

 
整理番号 

現 住 所   
平成  年 
1月 1日現在 
の 住 所 

 電話番号 
仁木町長 殿 

住宅借入金等特別
控除の対象となる
物 件 の 所 在 地 

 （    ）  － 

フリガナ  生年月日 
提出年月日 

 
平成 
年  月  日 氏 名                          印 

明・大 
昭・平 ． ． 

 地方税法附則第 5条の 4第 1項及び第 6項の規定の適用を受けたいので、同条第 3項及び第 8項の規定に基づき申告します。 

 １ 所得税の住宅借入金等特別控除に係る事項【平成 11年から平成 18年の間に居住の用に供したものに限る】 
 

新築又は購入 平成   年   月   日 
居住開始年月日（注意 1） 

増改築等  平成   年   月   日 

 
 ２ 市町村民税・道府県民税から控除される住宅借入金等特別税額控除額の計算 
                                                    （単位：円） 

前年分の所得税の住宅借入金等 
特別控除額（平成 19 年以降の居住 
年 に 係 る 額 を 除 く ） 

①  前 年 分 の 所 得 税 額 
（ 税 額 控 除 前 ） 

⑲  

前 年 分 の 所 得 税 の 
課 税 総 所 得 金 額 

②  

前
年
分
の
所
得
税
額

相

当

額 ⑲ － ⑯ － ⑰ ⑳ 
（マイナスの場合は、０） 

前 年 分 の 所 得 税 の 
課 税 山 林 所 得 金 額 

③  ①と⑱のいずれか少ない方の

金 額 
21  

前 年 分 の 所 得 税 の 
課 税 退 職 所 得 金 額 

④  
（マイナスの場合は、０） 市町村民税・道府県民税 

の住宅借入金等特別税額 
控 除 見 込 額 
（  21 － ⑳  ） 

22 

 ② に 対 す る 
所 得 税 相 当 額 

⑤  
 市町村民税の住宅借入金等特

別 税 額 控 除 額 
（  22 × 3/5  ） 

23  ③ に 対 す る 
所 得 税 相 当 額 

⑥  
 

控

除

額

の

計

算 

道府県民税の住宅借入金等特

別 税 額 控 除 額 
（  22 × 2/5  ） 

24  ④ に 対 す る 
所 得 税 相 当 額 

⑦  
     

⑤ ＋ ⑥ ＋ ⑦ ⑧  
(注１) 

肉 用 牛 の 
売 却 価 格 

⑨   

２回以上の増改築等に係る住宅借入金等について控除を受けている 
場合又は新築や購入した家屋に係る住宅借入金等とその家屋を居住 
の用に供した年の翌年以降に居住の用に供した増改築等をした部分 
に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等について控除を受けてい 
る場合には、当該二以上の住宅借入金等に係る居住開始年月日をそ 
れぞれ記載してください。 

短 期 譲 渡 ⑩  
(注２) 

長 期 譲 渡 ⑪   

株 式 等 の 譲 渡 ⑫   

先 物 取 引 ⑬   

「平成十八年所得税法等改正法施行前の所得税相当額」とは、所得 
税法等の一部を改正する等の法律（平成十八年法律第十五号）第十 
四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に構ず 
べき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（平成十一年法 
律第八号）第四条の規定により読み替えられた所得税法等の一部を 
改正する等の法律第一条の規定による改正前の所得税法第二編第三 
章第一節の規定を適用して計算した所得税の額に相当する額をいい 
ます。 

租 税 条 約 実 施 
特 例 法 に お け る 
利 子 ・ 配 当 

⑭       

前
年
分
の
分
離
課
税
等
の
所
得
税
額 

⑨から⑭までの 
合 計 

⑮       

配 当 控 除 の 額 ⑯   税
額
控
除 

投 資 ・ リ ー ス 
税額等控除の額 

⑰   

平
成
十
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
施
行
前
の
所
得
税
相
当
額
（
注
２
） 

⑧ ＋ ⑮ － ⑯ － ⑰ ⑱ 
（マイナスの場合は、０） 

 

整
理
欄 

 

 

注意 この申告書の記載に当たっては、別に配布される各年度分に係る記載要領を参照してください。 

 

（本人控） 

受

付

印


